
松本市「赤ちゃん休憩室」利用案内

【利用の際は次の点にご注意ください】

☞ご利用は施設の開館時間内となります。

☞おむつなどのゴミはお持ち帰りいただきます。

☞松本城は入場された方のみのご利用になります。

☞わからないことは施設の職員に気軽におたずねください。

☞利用の詳細は「施設一覧表」をご覧ください。 このステッカーが
目印だよ！

より子育てしやすい環境づくりを進めるため、市内の公共施設で授乳やおむつ替えが
できる場所を「赤ちゃん休憩室」として、共通のステッカーで表示します。
施設本来の利用者だけではなく、「赤ちゃん休憩室」だけ使いたいという方も大丈夫！
子育て中のお母さんお父さん、ご家族の皆さん、どうぞお気軽にご利用ください。

いつから始まったの？
～ 平成２４年３月２８日（水）から始まりました。 ～

どんなことができるの？
～ ①授乳ができます ②おむつ替えができます ③ミルク用のお湯を提供します ④手洗いができます ～

どこにあるの？
～ 市内１０２か所にあります。（「施設一覧表」をご覧ください。） ～

不明な点は各施設、あるいはこども育成課（☎0263-34-3261）にお問い合わせください。


